
お問合せ｜ 静岡市 建築安全推進課 安全推進係
詳細は
裏面へ

補助金の受領に

代理受領制度
が利用できます

【代理受領制度とは】

建物所有者（申請者）が静岡市の補助制度を申請して補助金を受ける場

合に、補助金の請求と受領を建築士又は工事業者へ委任することにより、

補助金が市から建築士又は工事業者に直接支払われる制度です。

申請者は、事業費から補助金額を差し引いた金額を用意すれば耐震診断、

補強計画又は耐震補強工事を行うことができるようになるため、当初の費

用負担を軽減することができます。

【制度の対象】

建築物耐震診断事業、建築物補強計画策定事業、建築物耐震補強事業、

要安全確認計画記載建築物除却事業
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通常の支払い 代理受領制度による支払い

（例）要安全確認計画記載建築物除却事業の工事費が１億3000万円の場合

申請者

静岡市

工事業者
②領収書

(１億3000万円)
の発行

③補助金
4400万円
の請求

④補助金
4400万円
の交付

申請者

静岡市

工事業者

①工事費
8600万円
の支払い

②領収書
(8600万円)
の発行

③補助金
4400万円
の請求

④補助金
4400万円
の交付

当初の費用負担を
軽減することができます

①工事費
１億3000万円
の支払い

| 静岡市耐震対策事業に係る補助金代理受領制度 |



工事業者補助申請者静岡市

届出書受理・審査 代理受領事前届出書

通知書受理事前届出確認通知書

（変更がある場合）

変更届受理 代理受領に係る変更届

補助金を差し引いた
工事費を受領

通知書受理

領収書を発行

補助金を差し引いた
金額を支払い

領収書を受領

届出変更確認通知書

契約・着手
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【代理受領制度を利用するにあたって】

申請者と受任者（建築士又は工事業者）との合意が必要です。
制度を利用する場合は、受任者とよく話し合ってください。

代理受領制度の利用について合意

（代理受領をやめる場合）

取下書受理 代理受領事前届出取下届

工事完了

代理受領委任状提出委任状受理

代理受領補助金交付請求書請求書受理・手続

補助金受領補助金交付

【代理受領制度の流れ】

【申請者の方へ】

申請者が、代理受領制度の利用を希望しているという意思確認のため、簡易書留で
事前届出確認通知書を郵送します。

代理受領制度の利用をやめたい場合には、至急ご連絡ください。

【受任者（建築士又は工事業者）の方へ】

代理受領の受任者となるためには、静岡市へ事前に口座振替の登録が必要です。
口座振替登録の方法は、下記の問合せ先にご連絡ください。
※補助金の受領時期は、申請者からの事業費受領時期に比べ遅くなります。

原則、補助金の交付申請時

よく話し合ってください

代理受領をやめる場合は、
至急提出してください

交付確定後10日以内
に提出してください

事前に口座振替登録
を行ってください

簡易書留で郵送します

完了実績報告を提出

耐震工事業者（受任者）
に確認します


